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国　税／�7月分源泉所得税の納付� 8月10日

国　税／�6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 8月31日

国　税／�12月決算法人の中間申告� 8月31日

国　税／�9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 8月31日

国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

� 都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日

8 2018（平成30年）

eLTAX　地方公共団体で組織・運営する（一社）地方税電子化協議会が地方税の申告、
申請、納税等の手続きをインターネットで電子的に行う地方税ポータルシステム。ポー
タルセンタで一括で受け付けた申告データ等を各地方公共団体へ送信するため、経理担
当者の事務手続きが簡素化できます。なお、今月25・26日には休日も運用されます。
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労
災
保
険
で
は
、
仕
事
中
や
通
勤

途
中
の
災
害
に
よ
り
生
じ
た
傷
病
に

対
し
、
保
険
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
通
勤
途
中
の
被
災
に
つ

い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　
一
　
通
勤
災
害
と
は

㈠
　
原
則

　

労
災
保
険
に
お
け
る
「
通
勤
」
と

は
、
就
業
に
関
し
、
次
の
①
か
ら
③

の
移
動
を
、
合
理
的
な
経
路
及
び
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
い
い
、
業
務

の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
例
え
ば
、

緊
急
用
務
の
た
め
休
日
に
呼
出
し
を

受
け
て
出
勤
す
る
な
ど
）
を
除
く
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①　

住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
の

往
復

②　

就
業
の
場
所
か
ら
他
の
就
業
の

場
所
へ
の
移
動

③　

住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
の

往
復
に
先
行
し
、
又
は
後
続
す
る

住
居
間
の
移
動
（
例
え
ば
、
転
任

に
伴
い
、
住
居
と
就
業
の
場
所
と

の
間
を
日
々
往
復
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
た
た
め
住
居
を
移
転
し
、

配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な

っ
た
労
働
者
の
住
居
間
の
移
動
な

ど
。）

　
「
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
」と
は
、

就
業
に
関
す
る
移
動
の
場
合
に
、
一

般
に
労
働
者
が
用
い
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
経
路
及
び
方
法
を
い
い
ま
す
。

　

合
理
的
な
経
路
に
つ
い
て
は
、
通

勤
の
た
め
に
通
常
利
用
す
る
経
路
で

あ
れ
ば
、
複
数
あ
っ
た
と
し
て
も
そ

れ
ら
の
経
路
は
い
ず
れ
も
合
理
的
な

経
路
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
当
日
の
交
通
事
情
に
よ
り

迂
回
し
て
と
る
経
路
な
ど
、
通
勤
の

た
め
に
や
む
を
得
ず
利
用
し
た
経
路

も
合
理
的
な
経
路
と
な
り
得
ま
す
。

　

た
だ
し
、
特
段
の
合
理
的
な
理
由

も
な
く
、
著
し
い
遠
回
り
と
な
る
経

路
を
と
る
場
合
な
ど
は
、
合
理
的
な

経
路
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
合
理
的
な
方
法
に
つ
い
て

は
、
鉄
道
、
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
す
る
場
合
、
自
動
車
、
自

転
車
等
を
本
来
の
用
法
に
従
っ
て
使

用
す
る
場
合
、
徒
歩
の
場
合
等
、
通

常
用
い
ら
れ
る
交
通
方
法
を
平
常
用

い
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
に
合
理
的
な
方
法
と
な
り
ま
す
。

㈡
　
逸
脱
・
中
断
が
あ
る
と
き

　

移
動
の
経
路
を
逸
脱
し
、
又
は
移

動
を
中
断
し
た
場
合
に
は
、
逸
脱
又

は
中
断
の
間
及
び
そ
の
後
の
移
動
は

「
通
勤
」
と
は
扱
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
用
の
た
め
に
通

常
用
い
て
い
る
経
路
を
逸
れ
た
り
、

立
ち
寄
っ
た
場
所
が
あ
る
と
き
は
、

逸
脱
や
中
断
後
に
被
災
し
て
も
、
そ

の
傷
病
に
つ
い
て
は
労
災
保
険
の
保

険
給
付
の
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
通
勤
途
中
の
逸
脱
又
は

中
断
が
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為（
後

述
）
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

行
う
た
め
の
最
小
限
度
の
も
の
で
あ

る
場
合
は
、
逸
脱
又
は
中
断
の
間
を

除
き
通
勤
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
（
例

え
ば
、
通
常
の
経
路
に
戻
っ
た
後
の

被
災
に
よ
る
傷
病
が
保
険
給
付
の
対

象
と
な
り
得
る
。）。

　
「
日
常
生
活
上
の
必
要
な
行
為
」
と

は
、
以
下
の
行
為
で
す
。

①　

日
用
品
の
購
入
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
行
為

②　

職
業
訓
練
や
学
校
教
育
、
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
訓
練
で

あ
っ
て
職
業
能
力
の
開
発
向
上
に

資
す
る
も
の
を
受
け
る
行
為

③　

選
挙
権
の
行
使
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
行
為

④　

病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診

察
又
は
治
療
を
受
け
る
こ
と
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

⑤　

要
介
護
状
態
に
あ
る
配
偶
者
、

子
、父
母
、配
偶
者
の
父
母
、孫
、

祖
父
母
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
の
介
護

（
継
続
的
に
、
ま
た
は
反
復
し
て

行
わ
れ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

※　

⑤
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
よ

り
通
勤
災
害
の
対
象
範
囲
の
変
更

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
　
保
険
給
付

㈠
　
保
険
給
付
の
種
類

　

通
勤
災
害
に
伴
っ
て
支
給
さ
れ
る

保
険
給
付
に
は
次
の
も
の
が
あ
り
ま

す
。

①　

療
養
給
付

　

診
察
や
治
療
等
の
現
物
給
付
と
し

て
行
わ
れ
ま
す
。
労
災
病
院
以
外
で

療
養
を
受
け
る
と
き
等
に
は
、
療
養

の
費
用
の
支
給
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

健
康
保
険
制
度
の
よ
う
に
療
養
機

関
の
窓
口
で
の
一
部
負
担
金
（
例
え

ば
、
医
療
費
の
三
割
を
負
担
す
る
な

ど
）
が
生
じ
な
い
点
は
、
労
災
保
険

と
健
康
保
険
の
異
な
る
点
で
す
。

②　

休
業
給
付

通
勤
災
害
の
認
定
・

保
険
給
付
等
（
労
災
保
険
）
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通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病

に
か
か
り
療
養
の
た
め
に
働
く
こ
と

が
で
き
ず
、
給
与
の
支
給
が
な
い
と

き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

休
業
の
第
四
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
、

休
業
一
日
に
つ
き
、
給
付
基
礎
日
額

（
平
均
賃
金
相
当
額
）
の
六
十
％
が

支
給
さ
れ
ま
す

③　

傷
病
年
金

　

傷
病
年
金
は
、
労
働
者
が
仕
事
上

の
ケ
ガ
や
病
気
で
療
養
（
治
療
等
）

を
開
始
し
て
か
ら
一
年
六
か
月
を
経

過
し
て
も
治
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
傷

病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
傷
病
等
級

表
に
該
当
す
る
場
合
に
そ
の
障
害
の

状
態
が
続
い
て
い
る
間
支
給
さ
れ
ま

す
。
年
金
の
給
付
日
数
は
、
ケ
ガ
等

の
程
度
に
応
じ
、
給
付
基
礎
日
額
の

三
百
十
三
日
分
か
ら
二
百
四
十
五
日

分
で
す
。

④　

障
害
給
付
（
年
金
ま
た
は
一
時

金
）

　

傷
病
が
治
っ
た
後
に
身
体
に
残
っ

た
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
年
金
（
障

害
等
級
第
一
級
か
ら
第
七
級
）
ま
た

は
一
時
金
（
障
害
等
級
第
八
級
か
ら

第
十
四
級
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑤　

遺
族
給
付
（
年
金
ま
た
は
一
時

金
）

　

通
勤
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
と
き

に
は
、
一
定
要
件
を
満
た
す
遺
族
に

遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
遺
族
が
い
な
い
場
合
や
遺
族
年

金
を
受
け
て
い
た
受
給
権
者
の
す
べ

て
の
人
が
権
利
を
失
っ
た
場
合
に
、

す
で
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
年
金
の
合

計
額
が
給
付
基
礎
日
額
の
千
日
分
に

満
た
な
い
と
き
は
、
一
定
の
遺
族
に

対
し
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑥　

葬
祭
給
付

　

通
勤
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
労
働

者
の
葬
祭
を
行
う
者
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

支
給
額
は
、
三
十
一
万
五
千
円
に

給
付
基
礎
日
額
の
三
十
日
分
を
加
算

し
た
額
（
こ
の
額
が
、
給
付
基
礎
日

額
の
六
十
日
分
に
満
た
な
い
場
合
に

は
給
付
基
礎
日
額
の
六
十
日
分
）
と

さ
れ
ま
す
。

⑦　

介
護
給
付

　

通
勤
途
中
の
負
傷
や
疾
病
に
よ
り
、

一
定
の
障
害
が
残
っ
て
い
る
労
働
者

が
常
時
介
護
又
は
随
時
介
護
を
受
け

て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
支

給
額
は
、
常
時
介
護
ま
た
は
随
時
介

護
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
等
に
よ

り
上
限
額
や
最
低
保
障
額
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
労
災
保
険
で
は
、
保
険
給

付
と
併
せ
て
特
別
支
給
金
の
支
給（
例

え
ば
、
休
業
給
付
受
給
者
に
は
給
付

基
礎
日
額
の
二
十
％
）
も
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

㈡
　
業
務
上
災
害
と
の
差
異

　

業
務
上
災
害
と
通
勤
災
害
で
は
、

保
険
給
付
の
内
容
（
休
業
補
償
給
付

と
の
給
付
割
合
や
各
種
給
付
の
支
給

日
数
な
ど
）
は
同
じ
で
す
が
、
①
の

療
養
給
付
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
二
百
円
の
一
部
負
担
金

が
徴
収
さ
れ
る
点
は
、
業
務
上
災
害

の
と
き
と
異
な
り
ま
す
。

　

二
百
円
の
一
部
負
担
金
は
病
院
等

の
窓
口
で
支
払
う
の
で
は
な
く
、
②

の
休
業
給
付
を
受
け
る
と
き
に
、
休

業
給
付
の
額
か
ら
減
額
す
る
方
法
に

よ
り
行
わ
れ
ま
す
（
休
業
給
付
を
受

け
な
い
者
や
、
同
一
の
通
勤
災
害
に

係
る
療
養
給
付
に
つ
い
て
既
に
自
己

負
担
金
を
納
付
し
た
者
な
ど
は
一
部

負
担
金
を
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　
三
　
第
三
者
行
為
災
害

　

通
勤
途
中
に
交
通
事
故
に
遭
遇
し

た
場
合
な
ど
、
災
害
が
第
三
者
の
行

為
等
で
生
じ
た
と
き
（
第
三
者
行
為

災
害
と
い
い
ま
す
。）
は
被
災
者
等

は
第
三
者
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権

を
取
得
す
る
と
同
時
に
、
労
災
保
険

に
対
し
て
も
給
付
請
求
権
を
取
得
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
同
一
の
事
由
に
つ
い

て
両
者
か
ら
損
害
の
て
ん
補
を
受
け

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
際
の
損
害
額

よ
り
多
く
が
支
払
わ
れ
不
合
理
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
第
三
者
行
為
災
害
に

関
す
る
労
災
保
険
給
付
と
民
事
損
害

賠
償
と
の
支
給
調
整
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①　

先
に
政
府
が
労
災
保
険
給
付
を

し
た
と
き
は
、
政
府
は
、
被
災
者

等
が
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
損

害
賠
償
請
求
権
を
労
災
保
険
給
付

の
価
額
の
限
度
で
取
得
す
る
。

②　

被
災
者
等
が
第
三
者
か
ら
先
に

損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
政

府
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
で
労
災

保
険
給
付
を
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

　

被
災
者
等
が
第
三
者
行
為
災
害
に

つ
い
て
労
災
保
険
給
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、「
第
三
者
行
為

災
害
届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
提
出
時
に
添
付
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
書
類
も
あ
り
ま
す
。

　

第
三
者
行
為
災
害
に
該
当
す
る
と

き
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
不
明
点
等

は
、
被
災
者
の
所
属
す
る
事
業
場
を

管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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　平成30年９月末に、厚生労働省におい
て「職場情報総合サイト」が開設されます。
　これまで若者・女性といった個別分野ご
との職場情報については、「若者雇用促進
総合サイト」や「女性の活躍推進企業デー
タベース」、「両立支援のひろば」などのサ
イト（以下、「３サイト」と表示します。）を
通じて情報提供が行われていました。
　ところが、横断的な検索手段がないため、
企業の情報を多面的に知りたい場合には
様々なサイトに散在している情報を個別に
収集しなければなりませんでした。
　そこで、以下のような情報を一括して掲
載することにより、今後は利用者が横断的
に検索・比較できるようになります。
　掲載は、前述の３サイトに掲載されてい
る企業情報が対象となり、「職場情報総合
サイト」に情報を掲載する場合は、３サイ
トのうちいずれかに登録を行います（登録

方法は各サイトをご確認ください）。
＜掲載情報の例＞
・採用状況に関する情報
・働き方に関する情報
・女性の活躍に関する情報
・育児・仕事の両立に関する情報
・能力開発に関する情報等
＜サイトでできること＞
・職場改善に積極的な企業を検索
・関心、興味のある企業の職場情報を収集
・様々な分野の職場情報をワンストップに
収集
・企業間の情報を横断的に検索・比較
＜登録による企業のメリット＞
・職場情報が掲載されることで自社のＰＲ
につながる。
・職場情報の事前提供で、より良いマッチ
ングが実現。
・雇用管理が良く、職場改善に積極的に取
り組んでいる企業が、より求職者から選
ばれる。

職場情報総合サイト

　平成30年４月より、全国の労働基準監
督署において、働く方々の労働条件の確保・
改善を目的とした「労働時間改善指導・援
助チーム」が編成されました。
　この中の「労働時間相談・支援班」では、
全国の労働基準監督署内に「労働時間相談・
支援コーナー」を設置し、窓口と電話応対
により、次のことが行われています。
・労働時間制度全般（時間外労働や36協
定等を含む）の相談
・変形労働時間制などの導入の相談
・長時間労働の削減に向けた取組の相談
・労働時間の設定改善の際に利用可能な助
成金の案内
　受付時間は平日の8時30分から17時15
分です。
　なお、「調査・指導班」では、任命を受け
た労働基準監督官により、長時間労働を是
正するための監督指導等を行っています。

「労働時間改善指導・援助チ
ーム」を編成（労働基準監督署）　
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